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研究成果の概要（和文）： 

 この研究を通じて死刑多用という現代の中国の死刑政策・死刑制度を歴史的かつ刑事政策的

に深く見ることができた。つまり、中国社会が国家権力を原点とする「権力社会」であって、

そこでの死刑政策・死刑制度は、封建時代から民国時代を経て今日に至るまでは、基本的に権

力を中心にその統治状況により政治的に決定されており、純粋な法律制度として完全に刑事政

策的に対処されることにはまだ至っていない。この「死刑の政治性」こそ中国での死刑政策・

死刑制度のありかた、そして、死刑多用の現実を根本から左右しているのである。 

 
研究成果の概要（英文）： 
 In this study the situation that China has used death penalty mostly in the world 

has been analyzed deeply both from a historical perspective and criminal perspective. 
Its conclusion is as following: China is a society that can be called as “State 
Power-based Society”, the death penalty’s policy and system there is also determined 
basically by the state power as a political ruling problem, rather than a legal criminal 
problem. This political characteristic is the key point to understand the death penalty 
in China.    

 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2009年度 700,000 210,000 910,000 

2010年度 600,000 180,000 780,000 

2011年度 600,000 180,000 780,000 

年度    

  年度    

総 計 1,900,000 570,000 2,470,000 

 
 

研究分野：刑事法・中国法 

科研費の分科・細目：法学・刑事法学・刑事政策 

キーワード：死刑、中国の死刑、死刑の歴史性、死刑の現代性、即時執行死刑、２年執行猶

予つき死刑、儒家、法家 

 
１．研究開始当初の背景 

死刑を廃止すべきか存置すべきかが世界
的問題になっているが、本研究が開始された
２００９年の時点では、中国は世界での死刑
適用の約九割を占めていた。このような深刻

な状況に対して、中国国内の刑事法学者だけ
でなく、日本やその他の世界各国の刑事法学
者も、学術機関以外のその他の国際機関や関
係者も、大きな関心を寄せていた。また、日
本や米国はあまり死刑を多用しないものの、
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やはり死刑を存置させている。中国の動向は
同じ死刑存置国である日本や米国に影響が
多い。逆に、日本や米国での動きも中国に対
しても影響を大きく及ぼす。こういう背景の
もとで、中国の死刑政策・死刑制度に対して
歴史的刑事政策的に国際的研究を展開する
ことは学術的意義が勿論、社会的意義も大き
いので、本研究を開始したわけである。 

 

２．研究の目的 

本研究では、「歴史の連続と不連続」とい
う歴史的視点と、「刑事政策と死刑」という
現代的視点の両方を結んで、社会と死刑との
関係を中心にして、中国の死刑制度に対する
歴史的刑事政策的研究を総合的に展開して、
中国の死刑政策・死刑制度を、制度レベルの
みならず、その歴史的かつ現代的背景という
レベルからも刑事政策的に分析し、「権力社
会」という中国の社会特質にまで視野を延ば
し、中国における死刑問題の本質を深く総合
的に解明し、その過去、現在、将来を的確に
描き、予測することを主な目的としていた。
このような研究の遂行を通じて、日中両国の
刑事法・刑事政策研究の国際化と連動化をは
かり、両国そしてその他の国々のこの領域の
研究者の連携や問題意識の共有を促進し、ま
た、日中両国の刑事法・刑事政策の学術研究
に寄与する。それと同時に、世界にとって、
または、国民にとって関心の大きな問題であ
る死刑、特に中国の死刑についての学術的、
最新的知識を提供し、刑事法・刑事政策、そ
して、死刑問題への国民的、社会的関心を引
き起こして、社会に対する国民の責任感を高
めていくことも目的であった。 

 

３．研究の方法 

本研究での研究方法は以下のとおりであ
る。 
まず、現代の中国での死刑政策・死刑制度

を解明するためには、ただ「現代から現代へ」
という単純な手法ではなく、むしろ、「歴史
から現在そして将来へ」という、歴史の連続
性と非連続性を重視して、中国の死刑を封建
時代、民国時代、現代時代という三つの時期
に分けて、それぞれの連続性と非連続のなか
から、現代の中国の死刑政策・死刑制度を解
明しようとするアプローチが用いられた。 
次に、本研究では、死刑に関する各時代の

中国の法律条文、判例、新聞報道などの資料
を精密的に読み込み、その時代の社会状況に
応じて、その意味合いや社会的意義を解明し
ようとした。特に、社会民衆と死刑、政治統
治者と死刑、法律専門家と死刑という三つの
多重的視点から、それぞれの時代の死刑の実
際的意味合いを見て、死刑のもつ社会的意義、
政治的意義、法律的意義、そして、それぞれ
の関係、それぞれの比重を明らかにする、と

いう、これまで使われることのない独自な研
究手法を使って、研究を展開した。 
最後に、本研究は、中国での死刑の実態、

そして、死刑に対する中国社会の本当の姿勢
を確実に把握するために、許される範囲で広
範的に調査を行い、ただ論文、文献、書類の
なかでの死刑だけではなく、民衆・社会・実
際のなかでの死刑をも視野に入れて、中国に
おける死刑の本当の姿を現実に即した方法
で把握するようなアプローチが試みられた。
具体的には、死刑の実態を把握するために、
公式的なもの・中央として、北京を調査の対
象として調査を行なっただけではなく、非公
式的なもの・地方として、中国の最南端に位
置し、経済的にあまり発達していない、独自
性の強い海南省も調査し、そこで実際に死刑
制度の運用にかかわりをもつ裁判官、検察官、
弁護士および死刑囚やその親族も調査の対
象として、死刑に対する生の考え方も研究対
象に収めた。 

 
４．研究成果 
本研究を通じて主に以下の成果があげら

れた。 
（１）学術上の成果は以下のとおりである。 
本研究を通じて中国の各時代での死刑意

義が明らかにされた。 
封建中国の各時代においては、死刑に対す

る考え方は、互いに相違が若干あるものの、
共に死刑を何よりもまず統治の方策・政治の
スタイルとして意識して、対応していた。ど
の時代においても、死刑を法律の問題として
刑事政策的に捉えることにはまだ至ってい
なかったのである。従来は、「法家」は刑罰
を厳しくしようとして、死刑の多用を主張し
たと言われたが、「法家」より人道的でやわ
らかいと言われていた「儒家」も、実は、死
刑に対する考え方は「法家」とはあまり変わ
らなかった。両方とも統治の政治から死刑を
見て、皇帝の統治にとってよいか悪いかだけ
を死刑の基準または政策として説いていた。
違うのは、強調する場面の相違だけである。
封建中国法律の集大成と言われる「唐律」や
「清律」もまさに「法家」と「儒家」との合
体にすぎず、そこでも死刑は政治的道具でし
かなかったのである。 
民国時代の中国において、死刑に対する考

え方として、一方では、西洋の法律や文化の
流入と影響で、死刑を濫用するのを戒めるべ
きであって、その手続の正規化をはかるべき
であるという流れがあり、純粋な法・刑事
法・刑事司法レベルにおいては、いくつかの
改善があった。しかし、他方では、内戦や侵
略という軍事的、政治的要素により、死刑を
何よりもまず軍事闘争や政治闘争の手段と
して使い、死刑を無制限的にまたは法外的に
利用してもやむをえないという流れもあっ



 

 

た。全体として、死刑を法律の問題として刑
事政策的に捉えることにはまだ至っていな
かったのである。また、民国期の死刑の実態
として、一時的に西洋的死刑制度を試みた時
期または場所があったものの、ほとんどの時
期または場所においては、伝統封建中国にお
ける死刑制度やその恣意的運用が、革命派か
反革命派かを問わずに、一様的であった。中
国の歴史的連続性が民国時代においても強
く見られた。 

現代中国における死刑政策・死刑制度につ

いて、中国首都である北京と最南端である海

南省に数回、調査や研究発表などの形で行っ

て、中央としての北京での動きと地方として

の海南島での動きという両面からいまの現状

をまず確実に、しかも多重的に把握し、従来

の研究であまり注目されていなかった地方、

特に少数民族のいる地方の状況も学術的に掴

むことができた。その結果、次のようなこと

が判明した。つまり、封建時代の中国の死刑

政策・死刑制度や、民国時代の中国の死刑政

策・死刑制度はその影響が今の中国でも完全

に消えておらず、中国の死刑政策・死刑制度

の歴史的連続性と非連続性はいまだに見受け

られる。そのために、現代中国の死刑もまた

非法律性・非刑事政策性（政治性、文化性、

経済性）を兼ねており、いかに死刑を純粋な

法律制度・刑事法制度として刑事政策的に対

処するかがいまの中国にとっての最大の課題

である。 

もとより、現代中国、特に「改革開放」政

策が実施された１９８０年代以後の中国にお

いては、死刑問題はただ中国の国内問題にと

どまらず、国際社会の関心事にもなっており

、中国の死刑多用に対する国際社会の関心、

批判が大きくなるに連れて、死刑制度への反

省、疑問も中国国内でも多くなってきている

。そのために、中国政府は１９９０年代後半

、特に２００６年以後になって、「まず存置

、次に制限、最終的に廃止」という三段論と

もいえるような死刑政策を暗に採るようにな

った。それを貫くために、死刑改革が進めら

れるようになった。これまでは、以下のいく

つかの死刑改革が行われている。 

①２０１０年２月に刑法改正が行われた。
この改正で、従来の６８個の死刑罪名のうち
次の１３の罪名から死刑を外して、死刑罪名
を５５個に減らした。つまり、文化財密輸罪、
貴重金属密輸罪、貴重動物及び製品密輸罪、
普通貨物物品密輸罪、手形詐欺罪、金融証書
詐欺罪、信用証書詐欺罪、付加価値税納税証
書不正作成及び使用罪、付加価値税納税証書
不正製造及び販売罪、犯罪方法伝播罪、古文
化遺跡古墳盗掘罪、古人類化石盗掘罪、窃盗
罪である。 

また、中国には「矜老恤幼」（高齢者に配
慮し、子供を思いやる）伝統文化があり、高
齢者の被告人には再犯の危険性が少ないと
いった理由で、一部の論者は、かねてから、
１８歳未満の少年に対して死刑を適用しな
いと同様に、一定の高齢者に対しても死刑を
適用しないようにすべきであると主張して
いた。今回の改正はこのような主張に一定の
配慮し、７５歳以上の高齢者被告人に対して、
特に残忍な手段で殺人した場合を除いて、死
刑を適用しないことを決定した。 

②公務員横領収賄犯罪、麻薬犯罪、経済犯

罪などに対して、中国刑法自体は死刑を設け

ているだけでなく、死刑適用の金額的または

重量的要件をも定めている。例えば、刑法規

定自体からすると、公務員横領収賄犯罪の場

合、横領、収受した金額が１０万元であると

、死刑になる。また、麻薬犯罪の場合、密輸

、販売、運搬、製造したヘロインが５０グラ

ム以上であると、死刑になる。しかし、これ

らの犯罪はあまりにも多いので、本当にこの

ような法定死刑要件を適用すると、年間数万

人ないし１０数万人の被告人を死刑にせざる

をえない。このような極端な局面を避けて、

死刑の適用を制限しようとして、最高人民法

院は、２０００年以後、随時「通達」という

形での司法解釈を地方の人民法院に公布し、

死刑適用の法定要件を絶えず引き上げている

のである。 

③中国での死刑多用を可能にしている要素

の一つはその手続の容易さと迅速さである。

そこで、２０００年代に入ってから、死刑事

件の「質」を確保し、その適用を制限しよう

として、最高人民法院を中心に手続面からの

工夫がされるようになった。従来、「二審終審

制」が実施されたものの、死刑事件を含むす

べての事件の二審（控訴審）は書面審理だけ

であるのを改めて、２００６年９月から、死

刑事件（即時執行死刑事件のすべて、新しい

証拠が提出された２年執行猶予つき死刑事件

）はその二審が第一審と同じように法廷公開

審理に切り替えられて、死刑事件に対するよ

り充実した審理が可能になった。また、判決

が確定した後の「確認許可手続」について、

１９８３年９月に殺人罪などの凶悪犯罪につ

いてその権限が地方の各高級人民法院に委ね

られたが、２００７年１月からその委任が改

められて、すべて刑事訟法の規定したとおり

に最高人民法院はこれを遂行、行使するよう

になった。 

しかし、上述した死刑改革が死刑の政治性

という歴史的連続から離れ、中国での死刑制

度の抜本的変化になるかは不明であって、一

層の観察と研究が必要である。 



 

 

（２）本研究の学術的成果をこの間に日本

語、英語、中国語でそれぞれ論文発表してい

る。また、国際犯罪学会の第１６回研究大会

（平成２３年８月）やノルウェー人権センタ

ーや中国の死刑問題民間研究会などで研究報

告を行った。特に、本研究のテーマとも関連

して、いまの欧米で流行となっているのは、

いわゆる中国の死刑多用の非歴史性・偶然性

という美談である。これに対して、本研究を

通じて、それは誤った認識であって、中国の

歴史上の裏と表・本音と建前・鞭と飴を混同

したものであることを学術的に指摘すること

ができた。欧米での中国死刑研究に対する、

強いメッセージを日本から発信することがで

き、影響が大きかった。本研究の当初の目的

の一つである「国際的研究」も大いに達成で

きたといえる。 

（３）本研究進行中、中国での死刑状況や

それについての研究情報を日本や欧米に対し

て発信することだけでなく、日本や欧米での

死刑政策・死刑制度の変化、および、それに

関する研究の状況を中国の関係機関、関係者

に発信することもできて、中国での死刑政策

・死刑制度の改善にも寄与することができた

。 
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